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２．事業の概要と成果 

（１） 

上位目標

の達成度 

  ミャンマー政府・ミャンマー各少数民族武装勢力間で 60 年以上続いた紛争によっ

て、社会的、経済的発展から取り残され、さらに国際社会からの支援が行き届きにく

い状況にあった紛争被害地域の人々に対する生活基本物資配布支援によって、人々の

生活向上に寄与し、同時に配布計画から実施に至るまでミャンマー政府・少数民族武

装勢力双方の同意・協力を得ていくことで、両者の信頼醸成に寄与するとともに、和

平に対する人々の期待感を創出することができた。 

（２） 

事業内容 

 

 <紛争の影響を受けた人々を対象とした生活基本物資の配布> 

 60 年に亘る紛争や政情不安により、ミャンマー政府と少数民族武装勢力 (Ethnic 

Armed Group 以下 総称として EAG) の関係は緊張状態にあるため、双方に対して慎

重に調整していかなければならない現状を鑑み、双方の意向を取り入れながら事業

を進めてきた。故に、計画通りに事業を遂行することは容易ではなく、状況に応じ

て柔軟に対処していくことが必要である。上記の状況を踏まえ、紛争による影響を

受けた人々の生活向上を目的に、生活基本物資として蚊帳及びソーラーランタン

（以下物資）の支援に向けミャンマー政府、EAG の双方と協力し、調整を行った。物

資配布に至るまでの調整は、ミャンマー政府・EAG の信頼関係の構築を考慮し、双方

による協議・合意の上で進めていく仕組みを確立した。具体的には、EAG 及びミャン

マー政府の合意の下、EAG 側の担当者を選出、また同様に物資を対象地まで輸送する

運送業者を選定し、日本財団を含めた三者間で配布計画書を作成し、双方の合意の

上、物資配布を実施した。上記プロセスを経て、ミャンマーのほぼ全土に亘る EAG

地域紛争被害者に対して、蚊帳 43,922 張、ソーラーランタン 43,922 台を配布し

た。 

 

 物資配布における裨益者数は、合計 258,129 人に上り、物資配布時には、引渡式を 

開催し、裨益者となる住民主体の管理の下、配布が行われていることを確認した。ま

た、引渡し時においては、可能な限り日本財団が配布先の現地を訪問し、物資の適切

な使用方法の説明及び転売防止を目的に、裨益者に対して物資の使用方法を実演し、

併せて物資がミャンマーの和平を願う日本政府・国民からの寄贈品であることを周知

するワークショップを開催した。現地訪問が制限されている地域については、物資配

布の一部を委託した EAG 傘下の Civil Society Organization（CSO）の協力を得て、

同様のワークショップが行われた。 

   

尚、下記の紛争被害者地域については、以下の事情により計画していた対象地域を

変更した。 

 

南東 I地域 

 KNU Brigade 5 地域紛争被害者に対する支援については、KNU から同地域支援分を

KNU Brigade 6、7、HQ 地域へ充当したいとの要請を受け、ミャンマー政府の合意の

下、それに応じ配布した。 

   

 北部 

  北部唯一の支援対象地域である Kachin Independence Organization(KIO)地域紛

争被害者については、国軍との衝突、全国的な停戦合意の遅れ等の影響によって、ミ

ャンマー政府と KIO の関係が緊張状態にあったため、物資配布に向けた双方との調整

が進められない状況にあった。上記の状況を踏まえ、ミャンマー政府と協議し、KIO

地域紛争被害者への支援分については、ニーズが高い他の EAG 地域紛争被害者

(KNU(Brigade1、3、4、6、7、HQ)、Former BGF、DKBA、KPC、NMSP、PNLO、RCSS、

KNPP、ABSDF）に充当することとした。尚、ABSDF については、当初から当該事業対

象支援地域に含まれていなかったが、ミャンマー政府からの要請により、支援するこ

とになった。 
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 東部 

SSPP 地域紛争被害者に対する支援については、国軍と SSPP 間の衝突、全国的な停

戦合意の遅れ等の影響によって、ミャンマー政府と SSPP の関係が緊張状態にあった

ため、物資配布に向けた双方との調整が進められない状況にあった。上記の状況を踏

まえ、ミャンマー政府と SSPP との関係に影響を与えない範囲内で、国軍と SSPP との

衝突による影響を受けた紛争被害者及びニーズが高い他の地域紛争被害者へ充当する

ことでミャンマー政府と合意した。本配布においては、シャン州政府及び同州内で復

興開発を担う Development Assistance Committee、日本財団の三者間で配布計画書

作成等の調整を行い、実施した。 

 

諸小規模 

 諸小規模における支援先については、停戦協議の進捗により新たな小規模 EAG 地域

紛争被害者を支援することを想定していたが、ミャンマー政府から、2015 年 2 月 12

日の連邦国家設立における Deed of Commitment に署名した KNU、DKBA、KPC 地域を重

点的に支援して欲しいとの要請を受け、その結果 KNU (Brigade1、6、7、HQ)、KPC、

DKBA、Former BGF 地域紛争被害者を支援することで合意し、物資配布を実施した。 

  

 <事業実施におけるモニタリング> 

緊張状況にある EAG 支配地域へのアクセスは制限されているため、一般的に、外国

の支援団体が同地域に入ることは、非常に困難であり、細心の注意が必要である。日

本財団によるモニタリングにおいても、同様の配慮が必要であり、本事業が新たな対

立の要因となることを回避し、さらに両者の信頼醸成を促進するためには慎重な調整

が不可欠である。上記を考慮し、EAG 傘下の CSO の協力を得てより多角的アプローチ

で情報収集を行い、裨益者の現状及びニーズを把握し、併せて事業運営管理上の課題

を特定・改善できるモニタリング実施体制を確立し、実行した。さらにモニタリング

を通して得た情報を集約し、より客観的且つ広い視点で事業の効果・適正の評価を行

った。 

 

（ア）EAG 傘下の CSO によるモニタリング 

裨益者が暮らす地域へアクセスが可能な EAG 傘下の CSO にモニタリングを委託し、 

以下の目的及び内容に基づき実施した。 

 

 目的: 

  -裨益者の置かれている現状及びニーズを特定し、今後の支援計画に必要な情報収

集を行う。 

  -物資が計画に沿って適切に裨益者に配布されているかを確認し、透明性とアカウ

ンタビリティーを図る。 

  -本事業の主な当事者である三者間（EAG、ミャンマー政府、日本財団）の信頼醸

成に加え、EAG と裨益者間の信頼関係も促進する。 

 

 内容･方法: 

  裨益者が居住する地域へのアクセスが可能な CSO 主導で、実施方法・内容につい

て確認の上、日本財団が作成したモニタリングシートに基づき実施した。モニタリン

グシートの項目は、対象地域及び村名、物資の配布数、裨益者数(世帯数)、輸送ルー

ト(物資の引渡し地点から終点まで)等の定量的アプローチと裨益者に対するインタビ

ューを通して、物資配布に対する感想、また物資が裨益者の生活改善にどのような効

果をもたらすのか等を捉える定性的アプローチから構成される。 

 

  上記を踏まえ、今後の事業運営管理に活用すべく、CSO によるモニタリングの結果

を集約し、データベース化した。 
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（イ）日本財団による物資引渡し時の現地調査 

現在も緊張状態が続く EAG 支配地域へのアクセスは制限されているが、配布時の機

会を活用し現地調査の実施を EAG・州政府に要請し、以下の目的・内容で調査を実施

した。 

 

 目的： 

   ‐裨益者の直面する現状・課題、特に社会的基盤に対するニーズを把握する。 

  ‐コミュニティーとの信頼関係を構築する。 

 ‐物資配布の調整における課題を明らかにし改善を図る。 

   

 方法・内容： 

 老若男女問わず裨益者である様々な層の住民（村長、若者、女性、教師等）に対し

て幅広くインタビューを実施した。ヒアリング内容は、物資支援に対する反応、裨益

者の生活に密接に関わる治安、経済状況、医療・教育へのアクセス、また和平に対す

る期待感等の聞き取り調査も併せて行った。外国の支援団体に対する対象地域へのア

クセスが制限されているため、裨益者が直面する課題・現状把握においては、（ア）

のモニタリングが重要な役割を果たしていたが、物資配布を通して築いた EAG と州政

府との信頼関係を基に、日本財団による現地調査の実施を双方に働きかけ、可能な限

り実施した。当該地域事業においては、EAG の物資配布対象地域で現地調査を実施

し、より多くの裨益者のニーズ把握及び集約を図った。 

  

  また、上記モニタリングと連動して、下記の情報収集によるモニタリングを行

い、事業の方向性・適正さを確認した。 

 

（ウ）カウンターパート Myanmar Peace Center（MPC）からの助言  

 本事業カウンターパートの MPC は、政府と EAG 間の停戦合意又政治状況等、事業遂

行に影響を与える重要な機関であるため、常に MPC の助言を考慮し、併せて緊密に

連携しながら、事業調整を進めてきた。 

 

（エ）地元メディアの反応 

  政府と EAG が緊張状態にあるため、MPC の助言により積極的な広報活動は敢えて避

けている中で、本事業に対する報道ぶり、また本事業が生み出す社会的影響・反応を

客観的に分析し、事業の方向性を確認した。特に、本物資配布支援に関する新聞記事

等を分析すると、本支援に対するメディアの反応は好意的であり、事業の適正を図る

上で一つの指標となった。 

 

（オ）NGO・UN 関係者会議による情報収集 

  本事業に関連する NGO・国連関係者の定例会議に参加し、停戦合意の進捗、政治状

況、支援における課題等、日々流動的に変化する情報を精査の上、事業の適正・方向

性を確認した。また、定期的会議に加え非公式に NGO 等の関係者との会合を重ね情報

収集を図った。 

(３） 

達成され

た成果 

   

 

（ア） 物資配布を実施した EAG 地域紛争被害者 258,129 人人の生活改善に寄与した。 

 

（イ） モニタリングの一環で CSO 及び日本財団が実施した裨益者へのインタビュー分

析の結果、総じて裨益者は物資配布支援に対して歓迎する姿勢を示しており、

外国の支援が届き難い現状の中で、蚊帳、ソーラーランタンは、裨益者にとっ

て有益な物資であることが確認できた。住民が、蚊帳に対して期待する効果と

しては、これまで多くの感染者が出ていた蚊を媒介とするデングやマラリアへ

の予防が期待できるとの声が多くあった。また、ソーラーランタンについて

は、電力インフラへのアクセスが制限されている地域に居住する住民にとっ
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て、これまで使用してきた蝋燭又はランプ等の代替用品として、維持コストが

低く、金銭的な負担が軽減され、また子供がより良い環境で学習が可能になる

等の効果を期待しており、長期的な視点で、現在抱えている様々な課題解決へ

の寄与が示唆される結果となった。 

 

（ウ） 従来対立していたミャンマー政府と EAG 双方が紛争被害者のため物資配布計画

から実施に至るまで一貫して協力・尽力した結果、本支援を通して人々に和平

の果実を直に実感する機会を提供した。 

 

（エ） 上記モニタリングを中心に、多角的アプローチによるモニタリング実施体制が

構築され、新たに道路、学校、医療支援、給水整備、雇用創出等に対するニー

ズが確認できた。 

 

（オ） ミャンマー政府・EAG が互いに強い不信感を抱いており、関係の改善が課題と

なっていた状況下で開始した本事業であったが、双方に対し、中立かつ粘り強

い交渉と柔軟な姿勢で臨んできた。その結果、後述する通り、双方はもとよ

り、当財団も含めた三者間における信頼醸成が構築され、今後の紛争被害者支

援をより持続的かつ効果的に進めるための実施・協力体制が確立された。 

 

    <ミャンマー政府・EAG の関係改善> 

     ミャンマー政府・EAG 相互の不信感により、日本財団の立会いがなければ、調

整会議についても開催できない状況にあったが、日本財団は常に双方に対し

て中立的な立場を強調し、ミャンマー政府、EAG の仲介役に努めてきた。日本

財団が配布の計画立案から実施まで徹底して双方と連携・協力したことによ

り、双方の信頼関係を促進し、結果として日本財団の立会いがなくとも、自

主的に双方の意思で会議が開催されるに至った。また、これまでヤンゴンや

州政府事務所での調整会議を敬遠していた EAG 側も、会議の為であれば積極

的に指定場所に出向くようになり、紛争被害者支援を目的に、二者間で開催

される会議の数も増加した。 

 

    <現地調査の実施の受入れ> 

本事業開始当初は、外国の支援団体による EAG 支配地域での現地調査は厳し

く制限されており、ミャンマー政府及び EAG からの許可取り付けが困難な状

態であった。通常、外国の団体が現地調査を実施する場合、実施の 1 ヶ月以

上前に管轄の州政府・EAG に申請することが求められることが多く、審査も厳

しい。日本財団による現地調査も例外ではなく、当初、困難を極めたが、配

布調整による双方の信頼関係の構築に伴い、本事業の意義が理解され、調査

を要請すれば、上記の申請プロセスを求められることなく、速やかに許可を

取り付けることが可能となった。また地域によっては双方から調査実施の要

請を受けるまでに至っている。 

 

       <ミャンマー政府の姿勢の変化> 

事業開始当初、停戦合意が締結されておらず且つ緊張状態にある中、EAG と連

携・協力して進める EAG 支配地域の紛争被害者支援についてミャンマー政府

は消極的であったが、本支援が紛争被害者の生活状況改善に多大なインパク

トをもたらし、両者の信頼関係の構築及び和平促進に必要不可欠なファクタ

ーであると認知されると、配布計画書の立案の段階から、積極的に EAG と連

携して参画するなど、EAG との協力関係を構築する姿勢を示すようになった。 
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（カ） 本支援が紛争被害者たちの生活状況の改善に裨益し、ミャンマー和平に寄与し

ていることがミャンマー政府・EAG より高く評価されていることを受け、日本

政府、日本財団のミャンマー和平プロセスの枠組みにおける重要な地位を築い

た。また、紛争被害者が平和且つ安定した暮らしを得るため、継続的な支援が

求められる中で、官民連携して取り組んでいる本支援は国際機関・関係者等か

ら関心を集めており、国内外問わず、今後一層の注目を集めることが期待され

る。 

 

（キ） 上記の成果を集約すると、裨益者が安心して暮せる生活を希求する現状におい

て、ミャンマー政府及び EAG と連携・協力して進めた本物資配布実施体制その

ものが、停戦合意及び政治協議に向けて重要な局面にある和平プロセスを後押

しており、紛争被害者支援を通して和平促進を本義とする本事業の社会的意義

についても再確認された。 

(４） 

持続発展

性 

（ア） 本物資支援及び同時期に実施した食料支援に対しては、特に両者の信頼醸成及

び和平促進への寄与が高く評価され、裨益者を含め政府、EAG 両者から食料の

追加支援の要請を受けている。 

 

（イ） 上記支援に加えて、継続的支援を目的に、紛争被害者を対象とした復興支援事

業の支援要請を EAG(KNU、KPC、KNPP、CNF)及びミャンマー政府より受けた。本

復興支援事業の支援要請は、本食料配給支援に対する高い評価、また本支援に

より三者間の信頼醸成に大きく貢献していることが認められた結果であると

MPC より説明があった。EAG 及び州政府の合意の下、決定した復興支援事業のニ

ーズは、本事業のモニタリングにより特定されたそれと一致しており、住居、

学校、医療、クリニック等のインフラ整備を中心とした支援内容となってい

る。今後、物資配布事業により確立した三者間の協力体制を軸に、日本財団が

ミャンマー政府・EAG 側の窓口となり、先述の関係者と連携し、事業を遂行す

ることで合意した。 


